
尼崎市経済環境局環境部 

産業廃棄物対策担当 御中 

産業廃棄物処理計画実施状況報告書等提出シート 

下記1の書類について、別添のとおり提出します。 

記 

I 提出書類 

＜該当を選択＞ 

1部） 団産業廃棄物処理計画書（手D曇・ 書類 

M 産業廃棄物処理計画実施状況報告書（PDF

M

・ 書類 1部） 

書類 1部） 特別管理産業廃棄物処理計画書f手お参 

団特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 ~Pr 書類1部） ＝・ 

2 提出者 

（住所） 〒660 一0095 

尼崎市大浜町1丁目56番地 

（名称・代表者氏名） 

日油 株式会社 尼崎工場 

工場長 荊尾 康浩 

3 対象事業場 

（所在地）〒660-0095 

尼崎市大浜町1丁目56番地 

（名称） 

日油 株式会社 尼崎工場 

（事業場コード（6 桁）) 920018 

4 事業場データ 

（業種コード（4 桁）) 1641 

（業種名） 

脂肪酸、硬化油、グリセリン製造業 

（フレーム：製造業は製品出荷額、その他は従業員数） 

64, 500 百万円 ・ 326人 

5 ご担当者 

（所属） 

環境安全管理室 

（氏名） 

越智 宮子 

（電話） (FAX) 

06-6419 -7279 

(E一mail) 

h_miyako_ochi@nof.co.jp 

06-6416 -8900 

（その他事業所） 

本用紙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項で定める公表対象の様式では 

ありませんので、同法により公表することはありません。 

ただし、別添の様式はすべて公表されますので、別添の様式中に個人情報等を記載しないようご注意ください。 



様式第二号の八（第八条の四の五関係） 

（第1面） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12
その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

尼崎市長 殿 

産業廃棄物処理計画書 

令和5 年 6月 30 日 

提出者 

住所 尼崎市大浜町1丁目56番地 

r ' 日油株式会社 尼崎エ場 

ハ徊 エ場長 荊尾 康浩 

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 

条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

みト 尼産廃 

弔 号 

-5.6,3w 
鴫声：受叫画 

警物う磯世 

事 業 場 の 名 称 日油株式会社 尼崎工場 

事 業 場 の 所 在 地 尼崎市大浜町1丁目56番地 

計 画 期 間 令和5年4月1日から令和6年3月31 日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

①事業の種類 1641 脂肪酸、硬化油、グリセリン製造業 

②事業の規模 製品出荷額 64, 500 百万円（令和4年（2022年）度実績） 

③従業員数 3 2 6人（令和5年（2023年）3月31 日時点） 
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別紙のとおり 

（日本産業規格 A列4番） 



（第2面） 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

別紙のとおり 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

【前年度（令和 4年度）実績】 

①現状 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

排出量 別紙のとおり 1 t 

（これまでに実施した取組） 

「各工程での歩留まり向上」 
「品質異常に対する対策強化による不良品発生抑制」 

【目標】 

t 

別紙のとおり 

別紙のとおり t 

産業廃棄物の種類 

排出量 

（今後実施する予定の取組） 

継続して実施 

－叫「 

産業廃棄物の分別に関する事項 

①現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

工場内で0600廃プラスチック類・1200金属くずなど数種類の保管場所 
を設け、各部署からの産業廃棄物を分別保管している。 0200汚泥は 
ピット、 ドラム缶で保管。0300廃油・0400廃酸・0500廃アルカリはタン 
ク内保管。0800木くず（パレット） ・1300ガラスくず・コンクリートく 
ず及び陶磁器くず・1500がれき類は、それぞれ専用の置場で分別保管し 
ている。2500水銀使用製品産業廃棄物は飛散しないよう保管している。 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

継続して実施 

②計画 



（第3面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

自ら再生利用を行った 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

自ら再生利用を行う 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t 1 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

自ら行う産業廃棄物の甘 コ間処理に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

自ら熱回収を行った 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t t 

自ら中間処理により減量した 
産業廃棄物の量 別紙のとおり t t 

（これまでに実施した取組） 

工程から発生する0300廃油・0200汚泥・0600廃プラスチック類にっい 
て、内部で燃焼することで廃棄物の削減をおこなっている。また、発生 
した排ガスを使って廃熱ボイラーで蒸気を発生させ熱回収を行ってい 

る。 

②計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

自ら熱回収を行う 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t t 

自ら中間処理により減量する 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t 1 

（今後実施する予定の取組） 

継続して実施 



（第4面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を行った 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t t 

（これまでに実施した取組） 

特になし 

②計画 

【月標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 
産業廃棄物の量 

別紙のとおり t t 

（今後実施する予定の取組） 

特になし 

産業廃棄物の処理の委言 Eに関する事項 

①現状 

【前年度（令和 4年度）実績】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

全処理委託量 別紙のとおり 1 t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 別紙のとおり t t 

再生利用業者への 
処理委託量 別紙のとおり 1 1 

認定熱回収業者への 
処理委託量 別紙のとおり I- t 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

別紙のとおり 1 t 

（これまでに実施した取組） 

可能な限りRPF製造業者への排出を行い、排出廃棄物のリサイクル 
を推進してきた。また、優良認定業者や再生利用業者へ処分委託を行っ 
た。 



（第5面） 

【目標】 

産業廃棄物の種類 別紙のとおり 

全処理委託量 別紙のとおり t t 

優良認定処理業者への 
処理委託量 別紙のとおり t t 

再生利用業者への 
処理委託量 別紙のとおり t t 

認定熱回収業者への 
処理委託量 別紙のとおり t t 

認定熱回収業者以外の 
熱回収を行う業者への 
処理委託量 

別紙のとおり t t 

（今後実施する予定の取組） 

継続して実施 

※事務処理欄 



（第6面） 

備考 
1 前年度の産業廃棄物の発生量が1, 000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。 

2 当該年度の6月30日までに提出すること。 

3 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入するこ 
と。 

(1) ①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 
(2) ②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元 

請 
完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応 

じ 
事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

(3) ④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了する 
ま 

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入するこ 
と。 

4 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中 
間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間 
処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

5 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量 
を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行 
令第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収 
施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）であ 
る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者へ 
の焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

6 それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと 
おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の 
種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入 
すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないとき 
は、 「一」を記入すること。 

7 ※欄は記入しないこと。 



＜別紙＞ 
1．産業廃棄物の一連の処理の工程 
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※0800木くず（原料の運搬用に使用したパレット） 

0200汚泥 

0300廃油 

0600廃プラスチック類 

→ 焼却 

→ 

汚泥受槽 

 ト 0100燃え殻 

(6) 1200 金属くず（使用済の18L缶など） 
(7) 1300 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず（使用済の試薬ビンなど） 
(8) 1500 がれき類 
(9) 2500 水銀使用製品産業廃棄物（使用済の計測器など） 

凝集 
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(10）中間処理 

①0 100燃え殻 

収集運搬＜委託＞→焼成＜委託＞→再資源化 

②0200汚泥 

収集運搬＜委託＞→油分回収＜委託＞→燃料 
収集運搬＜委託＞→混練＜委託＞→再資源化 
収集運搬＜委託＞→混合＜委託＞→燃料 

③0300廃油 

収集運搬＜委託＞→油分回収＜委託＞→燃料 
収集運搬＜委託＞→混合＜委託＞→燃料 

収集運搬＜委託＞→焼却＜委託＞→焼却残さは再資源化または埋立 

④0500廃アルカリ 

収集運搬＜委託＞→中和・焼却＜委託＞→焼却残渣は再資源化 

⑤0400廃酸 

収集運搬＜委託＞→中和・生物処理＜委託＞→燃料 

⑥0600廃プラスチック類 
収集運搬＜委託＞→破砕＜委託＞→燃料または再資源化、処分業者焼却後埋立 

⑦1200金属くず 
収集運搬＜委託＞→破砕＜委託＞→再資源化 

⑧0800木くず（パレット） 

収集運搬＜委託＞→破砕＜委託＞→燃料または再資源化 

⑨1300ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 
収集運搬＜委託＞→溶融＜委託＞→溶融残さは再資源化 

⑩1500がれき類 
収集運搬＜委託＞→破砕・分別＜委託＞→燃料または埋立 

⑩2500水銀使用製品産業廃棄物（廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず） 
収集運搬＜委託＞→分別＜委託＞→再資源化または埋立 



2．産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

（管理体制図） 

①管理体制 

工場内の各部署と協力し、廃棄物処理に対応するための横断的な組織 

（環境管理委員会）を編成する。 

環境管理責任者 

工場長 

環境管理委員会 

＊分担 

環境安全管理室 
環境安全管理室長 

製造部 
（責任者）製造部長 

業務部 
（責任者）業務部長 

物流部 
（責任者）物流部長 

技術部 
（責任者）技術部長 

研究所 
（責任者）研究所長 

/<何政＞ 

喝―-―→  処理業者ソ 

心 約等
－ 環境安全管理室担当課長 

環境安全管理室（担当：環境安全管理室担当課長） 
・工場内のマテリアルフローの把握、統合的な廃棄物減量計画の立案 

・工場内の廃棄物処理計画の策定、部署間の調整、行政への報告 
・処理委託業者の選定、廃棄物処理委託契約等手続き、引渡し、適正処理の確認 

・工場内の他部署への関係法令等の教育、啓発、指導監督 
製造部、業務部、物流部、技術部、研究所（担当：全部署） 
・部署内の発生産業廃棄物の発生量削減、分別、場内保管場所への運搬 

・部署内スタッフへの分別方法等の徹底 



3．産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 
〇現状 前年度（令和4年度）実績 t 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

0200 03 00 0400 
廃酸 

0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レット） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず，コンク 
りートくず及び陶 

磁器くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃プラ、 

金属くず）) 

合計 

排出量 0.00 81,657.50 4,233.46 107.28 191.21 275.62 86.22 39.43 28.42 17.40 0.016 86,636.556 

〇計画 目標 :t 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

0200 
汚泥 

3

一又ヒ 

0

れ
 

0

自
 

0

長ク 

0400 0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず．コンク 

りートくず及び陶 

磁器くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃プラ、 

金属くず）) 

合計 

排出量 0.00 80,000.00 4,000.00 100.00 100.00 250.00 60.00 35.00 25.00 11.00 0.000 84,58 1.000 

4．自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 
〇現状 前年度（令和4年度）実 :t 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

00 
 ‘りに『J

0‘ノ→」

030011I 
0400 0500 

廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず‘コノク 
リートくず及び陶 

磁器くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃プラ、 

金属くず）) 

合計 

自ら再生利用を行った 
産業廃棄物の量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

O 計画 目標 （単位：t 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

0200 
汚泥 

〔j

」、一 
0

h

 

0

自
 

0

S

 

0400 
廃酸 

0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず戸コンク 

リートくず及び陶 

磁器くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃プラ、 

金属くず）、 

合計 

自ら再生利用を行う 
産業廃棄物の量 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

5．自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 
〇現状 前年度（令和4年度）実績 

0 

（単位：t) 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

0200 
汚泥 

0300 
廃油 

40
 

0

S

 

0

ん交 

0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず，コンク 

リートくず及び陶 

磁器くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃プラ、 

金属くず）) 

合計 

自ら熱回収を行った 
産業廃棄物の量 0.00 0.00 3,146.23 0.00 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 3,147.530 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
0.00 75,091.46 3,146.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 78.237 690 

（単位：t) 
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0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず，コンク 

リートくず及び陶 
磁器ぐ寸「 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃フ与 

金属くず）) 

合計 

自ら熱回収を行う 
産業廃棄物の量 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 3.001.000 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
0.00 73,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 76.000 000 

6一自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

0 

0 

（単位：t) 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

00 
n 一ノに『J
0ー）、 0300 

廃油 
0400 
廃酸 

0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず，コンク 

リートくず及び陶 

磁器くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（がラス、廃プラ、 

合属くず）) 

合計 

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を行った 
産業廃棄物の量 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 

（単位：t) 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

02 00 0300 
廃油 

0400 0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず‘コンク 

り ノ十及び陶 

‘二井／ず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 

産業廃棄物（計 
測器（ガラス、廃プラ、 

金属くずn 

合計 

自ら埋立処分又は 
海洋投入処分を行う 
産業廃棄物の量 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 



7．産業廃棄物の処理の委託に関する事項 
〇現状 前年度（令和4年度）実績 t 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

0200 
汚泥 

0300 
廃油 

4
上 
「エヒ 

0
S
 

0

西口 

0

売ケ」 

0500 
廃アルカj 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レJット） 

1200 
金属くず 

1300 

ガラスくずP 

ンクリートくず 
及び陶磁器 

くず 

1500 
がれき類 

2500 
水銀使用製品 
産業廃棄物（計損－ 
器（カラス、廃プラ、金属く 

ず）) 

合計 

全処理委託量 0.00 6,566.04 1,087.23 107.28 191.21 274.32 86.22 39.43 28.42 17.40 0.016 8,397.566 

優良認定処理業者へ(1・ 

処理委託量 
0.00 6,183.00 769.00 107.28 191.21 265.00 86.22 39.43 28.42 17.40 0.016 7,686.976 

再生利用業者への 

処理委託量 
0.00 6,073.35 331.39 65.12 0.00 180.25 86.22 39.37 28.42 0.00 0.000 6,804.120 

認定熱回収業者―の 

処理委託量 
0.00 119.30 693.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 813.290 

認定熱回収業者以外の 

熱回収を行う業者への 

処理委託量 
0.00 383.77 69.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.000 452.890 

〇計画 目標 （単位．t) 

産業廃棄物の種類 0100 
燃え殻 

0200 
汚泥 
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0500 
廃アルカリ 

0600 
廃プラス 
チック類 

0800 
木くず 

（ハ。レ外） 

1200 
金属くず 

1300 
ガラスくず，コ 

ンクリー－トくず 
及び陶磁器 

くず 

1500 
がれき類 

2500 

水銀使用製品 

産業廃棄物（計測 
器（カラ1 暁1―二金胤く 

」エ、 

合計 

全処理委託量 0.00 7,000.00 1,000.00 100.00 100.00 250.00 60.00 35.00 25.00 11.00 0.000 8,581.000 

優良認定処理業者への 

処理委託量 
0.00 6,400.00 750.00 100.00 100.00 240.00 60.00 35.00 25.00 11.00 0.000 7,721.000 

再生利用業者への 

処理委託量 
0.00 6,000.00 1,000.00 100.00 100.00 240.00 60.00 35.00 25.00 11.00 0.000 7,571.000 

認定熱回収業者へク〕 

処理委託量 
0.00 110.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 760.000 

認定熱回収業者以外‘I) 
熱回収を行う業者への 

処理委託量 
0.00 350.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 410 .000 


